
京都市指定障害福祉サービス事業者等業務管理体制に関する検査実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５１条の３、第５１条の４、

第５１条の３２、第５１条の３３の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者

支援施設等の設置者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者（以下「指定障

害福祉サービス事業者等」という。）に対して行う業務管理体制の整備に関する検査につい

て基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効率的な検査の実施及び不正行為の未然

防止、指定障害福祉サービス事業者等の健全かつ適正な運営の確保を図ることを目的とする。 

 

（検査の種別） 

第２条 検査の種別は次のとおりとする。 

（１）一般検査 

   一般検査は、指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備の内容及び法令遵守

義務の履行の確保のための取組について把握し、指定障害福祉サービス事業者等の法令遵

守に係る取組の促進を図ることを主眼とする。 

（２）特別検査 

   特別検査は、指定障害福祉サービス事業者等が指定取消処分相当事案の対象となること

が予定される場合において、事実関係を的確に把握し、適切な措置を執ることを主眼とす

る。 

 

（検査対象の選定） 

第３条 検査対象の選定は次のとおりとする。 

（１）一般検査 

全ての指定障害福祉サービス事業者等を対象として計画的に検査を実施することとし、

原則として「京都市障害福祉サービス事業者等指導実施要綱」に基づき実施する運営指導

の対象を、一般検査の対象とする。 

（２）特別検査 

   「京都市障害福祉サービス事業者等監査実施要綱」に基づき実施する指定障害福祉サー

ビス事業者等に対する監査において、指定取消処分相当の事案が発覚した場合、当該指定

障害福祉サービス事業者等を検査対象とする。 

 

（検査体制） 

第４条 検査は、保健福祉局保健福祉部監査指導課の職員が、所属長の指示を受け、実施する。 

 

（検査方法） 

第５条 検査方法は、次の各号のとおりとする。 

（１）検査は原則２名以上の検査班を編成し実施する。 

（２）報告等 

      業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者

等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害

福祉サービス事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問さ

せ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者等の当該指定に係る事業所若しくは施設、

事務所その他の指定障害福祉サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若

しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。 

   ただし、必要があると認めるときは、オンライン等の活用による実施も可能とする。 

（３）検査結果の通知等 

    ア 検査の結果、勧告等に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後 

   日、文書によってその旨の通知を行うものとする。 

    イ 報告書の提出 

        当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求



   めるものとする。 

（検査後の措置） 

第６条 障害者総合支援法第５１条の２第１項及び第５１条の３１第１項に規定する厚生労働

省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認められた場合には、障

害者総合支援法第５１条の４及び第５１条の３３の規定により勧告、命令等の措置を機動的

に行うものとする。 

（１）勧告 

      指定障害福祉サービス事業者等に同基準に違反する事実が確認された場合、当該指定障

害福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により当該厚生労働省令で定める基

準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。 

      その勧告を受けた指定障害福祉サービス事業者等が、期限内にこれに従わなかったとき

は、その旨を公表することができる。 

     勧告を受けた場合において当該指定障害福祉サービス事業者等は、期限内に文書により

報告を行うものとする。 

（２）命令 

      指定障害福祉サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった

ときは、当該指定障害福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置

をとるべきことを命令することができる。 

      なお、命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 

      命令を受けた場合において、当該指定障害福祉サービス事業者等は、期限内に文書によ

り報告を行うものとする。 

 

（法に基づく権限行使） 

第７条 前２条の規定は、障害者総合支援法又は他の法令に基づいて有する権限の行使を妨げ

ない。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるものの他、必要な事項については別に定める。 

 

      附 則 

  この要綱は平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は令和８年４月１日から施行する。 


